
２００９年度 三重県社会人フットサルリーグ 

実施要項 
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6. 参 加 チ ー ム 

 

 

 

 

7. 競 技 形 式 

 

 

社団法人三重県サッカー協会 ， 三重県フットサル連盟 

 

三重県社会人フットサルリーグ運営委員会 

 

株式会社モルテン 

 

第１節 ４月１１日（土） 鈴鹿市体育館 １部① ２部① 

第２節 ４月１９日（日） 霞ヶ浦体育館  ２部② 

第３節 ５月 ３日（日） スポーツガーデン体育館 １部② ２部③ 

第４節 ６月１３日（土） 鈴鹿市体育館 １部③ ２部④ 

第５節 ６月２１日（日） 霞ヶ浦体育館 １部④ 

第６節 ７月２５日（土） 鈴鹿市体育館 １部⑤ ２部⑤ 

第７節 ８月 ９日（日） スポーツガーデン体育館 １部⑥ ２部⑥ 

第８節 ９月２０日（日） スポーツガーデン体育館 １部⑦ ２部⑦ 

第９節 １０月 ３日（土） 鈴鹿市体育館 １部⑧ ２部⑧ 

第 10節 １０月２５日（日） 霞ヶ浦体育館  ２部⑨ 

第 11節 １２月２０日（日） スポーツガーデン体育館 １部⑨ 

第 12節 １２月２７日（日） 県営体育館（伊勢） １部⑩ 

※  鈴鹿市体育館での開催は前日準備（１７：００～２１：００） 

 

① 2009 年度(財)日本サッカー協会のフットサル個人登録およびフットサル大会登録を行っ

た１６歳以上（ただし高等学校在学中の選手にはこの年齢制限を適用しない）の選手に

より構成されたチームであること。 

② 第１項のチームに登録された選手であること。 

③ 第１項に定めるチームには、１チームあたり４名までの外国籍選手の登録を認める。た

だし、当該外国籍選手は、IFTC(国際フットサル移籍証明書)により移籍が完了し、出入

国管理および移民認定法に定める在留資格を取得しているものとする。なお、外国籍

選手はピッチ上に２名を超えて同時にプレーをすることはできない。 

④ チーム及び選手は複数のリーグ（東海リーグや他地域リーグ，各県リーグ等）に所属す

ることはできない。 

⑤ 資格を有するフットサル審判員を２名以上帯同していること。 

⑥ 傷害保険に加入しているチームであること。 

 

１部： Futsal Area NABARI,HIGHLANDPARK,METEORA F.C MIE,Force Futsal ISE 

ﾅｲｼﾞｪﾘｱ,LEGARE,Jock Futsal,estranho   （8 チーム） 

2 部： RIO GRANDE,大洋薬品/BANFF MIE,Bushman,HOURY WEST,KELBOLA, 

伊勢ﾍﾟﾙｿﾅ FC,FC SKUNK,Shivilesace,AMISTAD,ANTARES☆ （10 チーム） 

 

１部： ８チームによる総当り１回戦のリーグ戦を行い、その結果をもとに上位・下位それ

ぞれ４チームに分けて、総当り１回戦のリーグ戦を行う。 

２部： １０チームによる総当り１回戦のリーグ戦を行う。 
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8. 競 技 会 規 定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 参加申し込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会実施年度の財団法人日本サッカー協会フットサル競技規則による。ただし、以下の

項目については、本大会の規定を定める。 

① ピッチサイズ：原則として 40m×20m 

② 使用球：フットサル用ボール 

③ 競技者の数 

(1)交代要員の数：７名以内 

(2)ベンチに入ることができる人数：１１名以内（交代要員７名以内、役員４名以内） 

④ 競技者の用具 

(1)シューズ：靴底は原則として接地面が飴色もしくは白色のフットサル用シューズの

みを使用可能とする。（スパイクシューズおよび靴底が着色されたものは使用できな

い。） 

(2)すね当て：着用のこと 

⑤ 試合時間 

(1) １部：４０分間（前後半２０分ずつ）のプレーイングタイム 

      ２部：３０分間（前後半１５分ずつ）のプレーイングタイム 

(2)ハーフタイムのインターバル：１０分間（前半終了から後半開始まで） 

⑥ 順位決定方法 

勝点方式（勝…３,分…１,負…０）。勝点が同じ場合は以下の順で決定する。 

(1)得失点差 (2)総得点 (3)対戦結果 

(4)抽選（ただし、前期 4-5 位および後期昇降格にかかわる場合は決定戦を行う） 

なお、前期の勝点、得点、失点は後期に持ち越す。 

⑦ １部において、本大会期間中に警告を３回受けた者は次の１試合に出場できない。 

⑧ ２部において、本大会期間中に警告を２回受けた者は次の１試合に出場できない。 

⑨ 本大会において退場を命じられた選手は、次の１試合に出場できず、それ以降の処

置については本大会の規律・フェアープレー委員会で決定する。 

 

① 参加申込書に記載しうる人員は、１チームあたり２８名（役員４名、選手２４名）を上限と

し、その選手は他のリーグ（地域リーグ、都道府県リーグ）に登録していない者とする。 

② 参加チームは、所定の参加申込用紙に必要事項を記入のうえ、下記へ郵送すること。 

 〒518-1417 伊賀市富永４９－３ 

  三重県社会人フットサルリーグ 運営委員長 奥 則章 宛 

③ 参加チームは、三重県社会人フットサルリーグ参加費を下記へ振り込むこと。 

 百五銀行 あかつき台出張所 普通預金 口座番号 ２１６２８２ 

  三重県フットサル連盟 代表 行方 一也 

④ 参加申込用紙 

(1)フットサル大会登録票 

(2)三重県社会人フットサルリーグ エントリー票 

(3)プライバシーに関する同意書 

(4)連盟加盟申込書 

(5)傷害保険の写し 

⑤ 申込締切日： 参加申込用紙・・・２００９年４月１日（水）必着 

  参加費振込・・・・・２００９年４月１日（水） 
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10. ユニフォーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 参 加 費

（チーム分担金） 

 

 

 

 

 

12. 表彰・昇降格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 組み合わせ・

日程・審判割

り当て 

 

14. 審 判 員 

 

15. 代 表 者 会 議 

 

 

16. 選 手 の 追 加 

(新規追加登録) 

 

① ユニフォーム（シャツ、ショーツ、ソックス）は正のほかに副として正と色彩が異なり判別

しやすいユニフォームをエントリー票に記載し、各試合に必ず携行すること（フィールド

プレーヤー、ゴールキーパーとも）。 

② チームのユニフォームのうち、シャツの色彩は審判員が通常着用する黒色と明確に判

別しうるものでなければならない。 

③ シャツの前面、背面に本大会エントリー票に記載した選手番号を付けること。ショーツに

も選手番号を付けることが望ましい。 

④ 選手番号については 1 から 99 までの整数とし、0 は認めない。必ず本大会エントリー票

に記載された選手固有の番号を付けること。 

⑤ ユニフォームの色、選手番号のエントリー票提出後の変更は認めない。 

⑥ ユニフォームへの広告表示については、本協会「ユニフォーム規程」に基づき承認され

た場合のみこれを認める。ただし、ユニフォーム広告表示により生じる会場等への広告

掲出料等の経費は当該チームにて負担することとする。 

⑦ その他の事項については、本協会「ユニフォーム規程」に則る。 

 

56,000 円 

・連盟加盟費 （ＪＦＦ）2,000 円（ＴＦＦ）1,000 円 （ＭＦＦ）1,000 円 

・協会登録費 （ＪＦＡ）1,000 円 （ＭＦＡ）1,000 円 

・リーグ運営費 50,000 円 

※ 別途、ＭＦＦへ各チームから個人登録料（1 人/500 円）が必要 

 

 

① 各部とも優勝チーム・得点王にトロフィー及び賞状、準優勝・三位にトロフィーを授与す

る。 

② １部優勝チームは「東海フットサルリーグ２部」へ参入することができる。 

③ １部７位および８位は２部へ自動降格とする。２部１位～４位は１部へ自動昇格とする。 

④ ２部９位および１０位は「MFL Challenge tournament 2010」へ出場し、3 部上位 2 チーム

および新規参入希望チーム（オープン参加）と入れ替え戦を行い、残留または降格を決

定する。 

⑤ 次年度の運営委員は、本年度（上位リーグとの入れ替えなどが確定した時点での）各

部３位になったチームとする。 

 

2008 年度三重県社会人フットサルリーグおよび MFL Challenge tournament 2009の結果を

基に、三重県フットサル連盟において決定する。 

※別紙参照 

 

各チームより帯同審判員２名（必ず資格を有する者）を派遣する。 

 

２００９年３月１５日（日）三重県フットサル連盟総会後、大山田生活改善センター2Ｆ大会議

室（伊賀市）にて実施する。 

 

第１節終了後、１１月１５日までに所定の用紙を提出し，登録受付が完了した者のみ認め

る。 

① 新規追加登録を希望する選手は，まずフットサル個人登録の手続きを行う。 
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17. 選 手 の 移 籍 

(移籍追加登録) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. そ の 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② JFA フットサル大会選手変更届に追加内容を記入し，所属リーグの事務局に，他

のチームに所属していない旨を記載した宣誓書（書式 10 号）を添えて提出する。 

③ 登録受付 2 週間後からリーグ戦に出場することができる。 

 

第 1 節終了後、１０月３１日までに所定の用紙を提出し，登録受付が完了した者のみ認め

る。 

① 移籍をする選手は登録されていたチームの代表者から移籍承諾書（書式 4 号）を

受け取るとともにチーム代表者等が移籍元リーグ事務局へ，JFA フットサル大会

選手変更届を提出する。 

② 移籍元リーグ事務局から登録抹消の承認を得る。（JFA フットサル大会選手変更

届出に受付印を押印したもののコピーをもらうこと。） 

③ 移籍先リーグ事務局へ JFA フットサル大会選手変更届出に追加内容を記載し，

移籍承諾書及び登録抹消のコピーを添えて提出する。 

④ 移籍受付１ヶ月後から移籍先リーグ戦に出場することができる。 

ただし、県リーグ登録の選手が東海リーグのチームに移籍する場合は、１０月１７

日までに所定の用紙を提出し、登録受付が完了した者のみ認め、移籍受付２週

間後からリーグ戦に出場可能とする。 

〔付記〕 

登録抹消の手続きが完了し，１ヶ月が経過した選手をチームに追加する際は，「新規追

加登録」として手続きをすることができる。 

 

① リーグの運営は参加チームの善意により、トラブル無く円滑に行うこと。運用について

は以下のような手順で行う。 

1. 審判は審判報告書（必要な場合は重要事項報告書も）を試合会場当番チーム

責任者へ提出する。 

2. 試合会場当番チーム（準備／片付け）責任者は、当日の全試合の審判報告書

（必要な場合は重要事項報告書も）および記録用紙を回収し、運営委員へ当日

中に提出する。運営委員は運営委員長に報告する。 

3. 運営委員長は戦績表を作成し、各チームに報告する。 

4. 運営委員長は審判報告書及び重要事項報告書の記載内容を確認し、懲罰に該

当するものがあればそれを決定し、次のところに連絡する。 

運営委員 

懲罰を受ける競技者が所属するチームの責任者 

次の試合会場当番チーム責任者 

② 選手証を必ず持参すること。 

③ 本規約に違反したり，試合放棄や棄権をしたりした場合は没収試合とし，当該チームの

処置については、本大会規律・フェアープレー委員会で決定する。また，そのチームに

係わる対戦成績は全て白紙とする。 

④ 試合開始予定時刻で選手が５人未満の場合は、当該チームは不戦敗（スコア０－５）と

し、以降の措置は本大会規律・フェアープレー委員会で決定する。 

なお、試合開始予定時刻から40分を経過した時点でも選手が５人未満の場合は棄権と

判断する。 

ただし、前試合が遅れている場合は、「試合開始予定時刻」は「試合開始が可能になっ

た時点」と読み替える。 
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⑤ 天変地異その他不可抗力により試合を欠場した場合は，その処置を三重県フットサル

連盟理事で協議し処理する。 

⑥ 参加資格の違反や用具の不備などを含め、試合が成立しないなどの事態になった場

合やスポーツに携わる者としてふさわしくない行為があった場合は、そのチームの出場

を停止する。また、当該チームに関する試合結果はすべて破棄されるものとする。それ

以降の当該チームの処置については、本大会規律・フェアープレー委員会で決定す

る。 

⑦ 帯同審判員（有資格者）は審判手帳とレフリーカードを必ず携行し、レフェリージャージ

（ワッペンを含む）を着用すること。 

⑧ やむを得ぬ事情で日程などに変更が生じた場合、当該チームは責任を持って試合が消

化できるように対処すること。事情をフットサル委員会へ速やかに報告し、運営委員長

と連携し、当該チームで会場を押さえ、対戦チームや審判員へ必ず連絡し、予定されて

いた試合の処理及び変更後の試合が成立する準備を早急に行うこと。 

⑨ 会場内外の器物破損が発生した場合は、チームで全額を弁済することとする。 

⑩ 準備・片付けチームは、当日のピッチ作りから運営・会場片付まで責任を持って行う。 

 準備チームは、第１試合の 30 分前までに準備完了（試合開始に遅れないように） 

 準備チーム・片付けチームで記録用紙と審判報告書の整合性確認、管理 

 会場に残った物（会場設営用具、ゴミ等）は，片付けチームが持ち帰る 

⑪ 今後も参加チームによる自主運営で行えるよう、各チームで準備を進めること。（帯同

審判員の増加、使用できる会場の確保など） 

  

<参考> 大会参加書類の記入方法 

エントリー表の記入について 

 登録番号の欄は、提出時に必ず全員の番号が記入されていること。 

 ユニフォームについて 

① ユニフォーム(シャツ・パンツ・ストッキング)は必ず２セット準備し，エントリー票に記載するとと

もに試合当時必ず携行すること。 

② ユニフォームの番号は1から 99の整数とする。 

③ 審判と同一または類似色のユニフォームを用いることはできない（ＧＫも同様）。 

④ ユニフォームへの広告表示については，日本協会【ユニフォーム規定】に基づき，承認を得た場合の

み認める。ユニフォームに広告表示がある場合は「広告表示」欄の“あり“に○印をつけること。 

 外国人選手の登録について 

・該当の選手は「備考1外国人選手」の欄に○印をつけること。（１チームあたり４名まで） 

 

フットサル大会登録票の記入について 

 登録選手数が20人以上の場合は、複数枚にわたって記入すること。 

 E-mail の欄はできる限り携帯電話メール以外を記入すること。携帯電話メールの場合は携帯と書き加え

ること。 

 登録番号の欄は、提出時に必ず全員の番号が記入されていること。 

 

フットサル連盟加盟申込書の記入について 

 「    県フットサル連盟」には「三重」と記入する。 

 チームの所属市町村は、代表者の所在地またはチームが主に活動している市町村を記入する。 
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